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 筑豊じん肺訴訟最高裁判決（平成１６年４月）以来、原告患者２,３３４名に損害賠
償金約１７７億円を支払い解決済み。（令和４年３月末時点）

 係属中の原告患者数は、札幌及び福岡の各地方裁判所の２件２４名。
 労働局、労働基準監督署、医療機関等に対し、ポスター及びリーフレットを送付し
掲示・配布を要請する等、石炭じん肺訴訟の和解手続に関する広報活動を実施。
（別紙参照）

石炭じん肺訴訟（和解等）の現状について

【参考】新規提訴者数、和解者数（いづれも患者数）及び和解金額の推移
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新規提訴
者数(人) 2,453 69 33 45 41 20 10 2,671
和解者数
（人） 1,979 40 58 106 93 35 23 2,334注1

和解金額
（億円） 149 3 4 9 8 3 2 177注2

（注1）新規提訴者数の合計と和解者数の合計との差337人の内訳は、「取下げ者の累計」313人と「現時点の未和解者」24人

（注2）和解金額は単位未満で四捨五入しているため、合計欄と各年度の合計は一致しない。

資料2-4

中央鉱山保安協議会
（令和４年７月１３日開催分）資料



別紙

2

（ポスター） （リーフレット）

【別紙】石炭じん肺訴訟の和解手続きに関する広報


